
操作マニュアル
自治会_単会

※最新のマニュアルは自治会町内会ポータルに掲載します
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ログイン
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ログイン

まず、ログイン画面

を開きます。
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ログイン

ご自身で設定された

● ID（メールアドレス）
● パスワード

をそれぞれ入力します。
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ログイン

● ID（メールアドレス）
● パスワード

を入力したら、

ログインボタン

をクリックします。
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ログイン

ログインが完了すると

この画面が表示されま
す。
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手続きの流れ
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①現況届の管理

②決算・予算の管理

③添付書類

④補助金申請

の順番で申請を

していきます。

9

手続きの流れ



現況届

10



現況届をクリックします。

現況届
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現況届

入力を中断したくなった場合、

画面下の「一時保存」をクリックす
ると、

今まで入力した内容が一時保存さ
れます。
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現況届
【基本情報】

•

現況届の入力画面に遷移します。

基本情報の入力画面です。

下記の内容を入力していきます。

● 会長（代表者）
● 加入世帯
● 回覧数（チラシ）
● 掲示数（ポスター）
● 配送便
● 広報紙
● 会館
● 会費（1世帯あたり）
● 情報提供
● その他
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現況届
【会長（代表者）】

必要な情報を入力していきます。

● 氏名（漢字） *
● 氏名（かな） *
● 住所 *
● 連絡先1 * / 連絡先2（任意）
● 就任年月日（任意）
● 今回改選の有無
● 会長歴

「＊」が付いている項目は必須項目で
す。

電話番号は半角数字入力で、‐（ハイフ
ン）は不要です。
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「住所表示」は、郵便番号を入力
しクリックすると、

市区町村・町名まで自動で入力さ
れます。
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現況届
【会長（代表者）】



就任年月日は手入力もできます
が、

カレンダーマークをクリックする
と、

カレンダーが表示され、年月日を
選択することができます。
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現況届
【会長（代表者）】



必要な情報を入力していきます。

● 自治会町内会加入世帯数 *
● （うち）一般世帯数（賛助会員

等を除く） *
● 会員区分（一般会員や賛助

会員など）に関する規約明記
の有無

「＊」が付いている項目は必須項目
です。
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現況届
【加入世帯】



必要な数字を入力していきます。

「＊」が付いている項目は

必須項目です。
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現況届
【回覧数（チラシ）】
【掲示数（ポスター）】



配送先区分で配送情報を確認し
ます。

特記事項は任意で入力できま
す。
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現況届
【配送便】



配送先区分で「会長宅」および「自治
会館」以外を選択した場合は、配送先
情報を入力する必要があります。
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現況届
【配送便】



配送先区分で配送情報を確認し
ます。

特記事項は任意で入力できま
す。
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現況届
【広報紙】



配送先区分で「会長宅」および「自治
会館」以外を選択した場合は、配送先
情報を入力する必要があります。
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現況届
【広報紙】



会館

会館の有無を確認します。
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現況届
【会館】



必要な情報を入力していきます。

● 年会費 *
● 月会費 *
● 集金方法 *

「年会費」「月会費」について、どち
らか必ず入力してください。

ただし、「年会費」「月会費」両方の
入力は必須ではありません。
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現況届
【会費（1世帯あたり）】



情報提供に関する事項を

ご確認ください。
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現況届
【情報提供】



「会長以外の担当者情報」は任意
で入力できます。

必要がない場合は、入力しなくて
も問題ありません。

電話番号は半角数字入力で、‐
（ハイフン）は不要です。
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現況届
【情報提供】



その他の連絡事項は任意で入
力できます。

必要がない場合は、入力しなく
ても問題ありません。
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現況届
【その他】



現況届
【基本情報】

基本情報の入力がすべて完了
したら、

「次へ」をクリックして次のペー
ジに進みます。

「一時保存」をクリックすると、内
容を一時的に保存し、後から続
きを入力することができます。
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次のページに進む前に、確認事
項のポップアップウィンドウが表
示されます。

内容を確認したうえで、「次へ」を
クリックすると次のページに進み
ます。

「もどる」または「閉じる」をクリック
すると、元のページに戻ります。
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現況届
【基本情報】



役員の情報を入力する場合は、
「役員の追加」をクリックすると、
「1人目の役員（会長以外）」の任
意入力欄が表示されます。

さらにクリックすると、「2人目」、
「3人目」と順に追加されます。

現況届
【役員】
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必要な情報を入力していきます。

すべて完了したら、

「次へ」をクリックして次のページ
に進みます。

電話番号は半角数字入力で、‐
（ハイフン）は不要です。

この入力欄が不要な場合は、右
上のゴミ箱アイコンをクリックして
削除できます。
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現況届
【役員】



現況届
【登録】

内容に間違いがなければ、画面
最下部の「登録する」ボタンをク
リックします。
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登録が完了すると、

ポップアップが表示されます。

「ホームへもどる」をクリックしま
す。
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現況届
【登録】



口座振替依頼書
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口座振替依頼書



口座振替依頼書

口座振替依頼書をクリックしま
す。
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口座振替依頼書の入力画面に遷
移します。
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口座振替依頼書



口座名義人が「一致している」の
場合は、

口座情報を入力します。
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口座振替依頼書



金融機関名・支店名は、文字を入
れると、

その文字に該当する金融機関名
・支店名が出てきます。
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口座振替依頼書



口座振替依頼書
（口座名義人が
　　一致していない場合）

口座名義人が「一致していない」
の場合は、

「一致していない」を選択します。

※会長名に肩書が付く場合は、一
致しているを選び、口座名に追記
してください。

（会長以外の方の氏名が入る場合
は、一致していないを選択してくだ
さい。）
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情報の入力が完了し、

「紙での申請をお願いします」の
内容も確認できたら、

「次へ」をクリックします。
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口座振替依頼書
（口座名義人が
　　一致していない場合）



先ほど入力した内容が、画面に
表示されます。

前の画面に戻って入力を修正し
たい場合は、

「もどる」をクリックします。
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口座振替依頼書



入力した内容を印刷したい場合
は、

プリンターマークをクリックしま
す。
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口座振替依頼書



内容に間違いがなければ、画面
最下部の「登録する」ボタンをク
リックします。
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口座振替依頼書



登録が完了すると、

ポップアップが表示されます。

「ホームへもどる」をクリックしま
す。
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口座振替依頼書



決算書の作成
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決算書の作成

決算書の作成をクリックします。
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決算書の作成

収入・支出の各項目を入力してい
きます。
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収入では下記の項目の入力をし
ます。

● 会費
● 補助金
● 広報配布謝金
● 事業収入
● 寄付金、祝金等
● その他：会館使用料
● その他：団体交付金・謝金
● その他：利息・その他収入
● 前年度からの繰入金
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決算書の作成
【収入】



金額を入力します。
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決算書の作成
【収入_会費】



決算書の作成
【収入_補助金】

区役所から交付を受けた各補助
金の金額を入力をします。

● 地域活動推進費補助金
● 地域防犯灯維持管理費補

助金
● 町の防災組織活動費補助

金

決算額は自動計算されます。
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①その他の補助金がない場合は
「無」を選択し、ある場合は「有」を
選択します。

②その他の補助金がある場合
は、摘要に、自治会町内会又は
地区連合町内会として交付を受
けた補助金について入力し、金額
も入力します。

決算額は自動計算されます。

①

②
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決算書の作成
【収入_補助金】



①摘要を追加したい場合は、「摘
要の追加」をクリックします。

②摘要を削除したい場合は、ゴミ
箱マークをクリックします。
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決算書の作成
【収入_補助金】



「広報よこはま・県のたより」・「議会だよ
り」については、現況届から自動入力さ
れるため、手入力は不要です。

また、選挙公報などのその他配布謝金
がある場合は、摘要と金額を入力しま
す。

決算額は自動計算されます。
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決算書の作成
【収入_広報配布謝金】



決算書の作成
【収入】

● 事業収入
● 寄付金、祝金等
● その他：会館使用料
● その他：団体交付金・謝金
● その他：利息・その他収入

上記の項目について、

登録の必要がある場合、

摘要と金額を入力します。
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決算書の作成
【収入_前年度からの繰越金】

前年度からの繰入金（繰越金）が
ある場合は、

金額を入力します。
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決算書の作成
【支出】

支出では下記の項目の入力を
します。

● 事務費
● 事業費
● 補助事業費
● その他
● 繰越金
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入力例①

該当する支出がない場合は「な
い」を選択します。

該当する支出がある場合は「あ
る」を選択し、摘要と金額の入力
をします。

①
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決算書の作成
【支出】



入力例②

摘要の追加をする場合は、

「摘要の追加」をクリックします。

入力例③

摘要の削除をする場合は、

ゴミ箱マークをクリックします。

②

③
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決算書の作成
【支出】



「事務費」をクリックします。

事務費では下記の項目の入力が可
能です。

● 会議費
● 事務費
● 人件費
● 会館（会場）借上料
● 会館光熱水費
● 会館修繕費
● その他
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決算書の作成
【支出_事務費】



該当する支出がある項目の入力をし
ていきます。

合計金額は自動計算され、画面下に
表示されます。
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決算書の作成
【支出_事務費】



「事業費」をクリックします。

事業費では下記の項目の入力が可
能です。

● 環境事業費
● 安全、安心環境づくり事業費
● 社会教育事業費
● レクリエーション費
● 福利厚生事業費
● 文化事業費
● その他　
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決算書の作成
【支出_事業費】



事業費

該当する支出がある項目の入力
をしていきます。

合計金額は自動計算され、画面
下に表示されます。
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決算書の作成
【支出_事業費】



「補助事業費」をクリックします。

補助事業費では下記の項目の入力
が可能です。

● 地域防犯灯維持管理費
● 町の防災組織活動費
● その他の補助金を受けて実施

した事業費

収入タブで「その他の補助金」を入力
した場合は、事業費を入力します。
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決算書の作成
【支出_補助事業費】



該当する支出がある項目の入力をし
ていきます。

合計金額は自動計算され、画面下に
表示されます。
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決算書の作成
【支出_補助事業費】



「その他」をクリックします。

その他では下記の項目の入力が
可能です。

● 会館建設・修繕積立金
● 交際費
● 慶弔費
● 懇親会費
● 寄付金・募金
● その他
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決算書の作成
【支出_その他】



該当する支出がある項目の入力
をしていきます。

合計金額は自動計算され、画面
下に表示されます。
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決算書の作成
【支出_その他】



「繰越金」をクリックします。
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決算書の作成
【支出_繰越金】



①繰越金がある場合は、金額を
入力します。

②確認事項を確認し、チェックを
入れます。

①

②
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決算書の作成
【支出_繰越金】



決算書の作成
【登録】

①収入・支出の金額が一致して
いることを確認します。

②収入・支出の金額が一致して
いたら、「確認する」をクリックしま
す。

※金額はダミーです
①

②
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登録前の確認画面では、先ほど
入力したすべての内容を確認で
きます。

内容に問題がなければ、画面最
下部の「確認事項」を確認したう
えでチェックを入れます。
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決算書の作成
【登録】



①前の画面に戻って入力を修正
したい場合は、「もどる」をクリック
します。

②入力した内容を印刷したい場
合は、プリンターマークをクリック
します。

①

②
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決算書の作成
【登録】



内容に間違いがなければ、「登録
する」をクリックします。
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決算書の作成
【登録】



登録が完了すると、ポップアップ
が表示されます。

「ホームへもどる」をクリックしま
す。
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決算書の作成
【登録】



予算書の作成
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予算書の作成

予算書の作成をクリックします。
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予算書の作成

収入・支出の各項目を入力してい
きます。
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収入では下記の項目の入力をし
ます。

● 会費
● 補助金
● 広報配布謝金
● 事業収入
● 寄付金、祝金等
● その他：会館使用料
● その他：団体交付金・謝金
● その他：利息・その他収入
● 前年度からの繰入金
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予算書の作成
【収入】



会費収入の金額を入力します。ま
た、現況届から転載した情報で初
期値が設定されています。
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予算書の作成
【収入_会費】



補助金の項目には、以下の内容を確
認する必要があります。

● 地域活動推進費補助金
● 地域防犯灯維持管理費補助金
● 町の防災組織活動費補助金
● その他の補助金

内容を確認すると、最後に予算額が
自動的に計算されます。
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予算書の作成
【収入_補助金】



地域活動推進費補助金は自動計算
されます。
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予算書の作成
【収入_補助金】



地域防犯灯維持管理費補助金につ
いて、灯数を入力します。

金額は自動計算されます。
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予算書の作成
【収入_補助金】



町の防災組織活動費補助金につ
いて、申請世帯数を確認・入力し
ます。

金額は自動計算されます。
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予算書の作成
【収入_補助金】



その他の補助金について、

①その他の補助金がない場合は
「無」を選択し、ある場合は「有」を選
択します。

②その他の補助金がある場合は、
摘要に、自治会町内会又は地区連
合町内会として交付を受けた補助金
について入力し、金額も入力します。

③金額は自動計算されます。

①

②

③
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予算書の作成
【収入_補助金】



①摘要の追加をする場合は、「摘
要の追加」をクリックします。

②摘要の削除をする場合は、

ゴミ箱マークをクリックします。
①

②
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予算書の作成
【収入_補助金】



①「広報よこはま・県のたより」・「議会だ
より」について、現況届から自動入力され
ますが、手入力もできます。

②選挙公報などのその他配布謝金があ

る場合は、摘要と金額を入力します。

③予算額は自動計算されます。
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①

②

③

①

予算書の作成
【収入_広報配布謝金】



予算書の作成
【収入】

● 事業収入
● 寄付金、祝金等
● その他：会館使用料
● その他：団体交付金・謝金
● その他：利息・その他収入

①上記の項目について、登録の必
要がある場合、「ある」を選択し、摘
要と金額を入力します。

②ない場合は「ない」を選択します

①

②
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前年度からの繰入金（繰越金）
は、

前年度の決算書から自動的に設
定されます。

編集はできません。
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予算書の作成
【収入_前年度からの繰越金】



予算書の作成
【支出】

支出では下記の項目の入力をし
ます。

● 事務費
● 事業金
● 補助事業費
● その他
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入力例①

該当する支出がない場合は「な
い」を選択します。

該当する支出がある場合は「あ
る」を選択し、摘要と金額の入力
をします。

①

89

予算書の作成
【支出】



入力例②

摘要の追加をする場合は、

「摘要の追加」をクリックします。

入力例③

摘要の削除をする場合は、

ゴミ箱マークをクリックします。

②

③
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予算書の作成
【支出】



「事務費」をクリックします。

事務費では下記の項目の入力が
可能です。

● 会議費
● 事務費
● 人件費
● 会館（会場）借上料
● 会館光熱水費
● 会館修繕費
● その他
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予算書の作成【支
出_事務費】



該当する支出がある項目の入力
をしていきます。

合計金額は自動計算され、画面
下に表示されます。
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予算書の作成【支
出_事務費】



「事業費」をクリックします。

事業費では下記の項目の入力が

可能です。

● 環境事業費
● 安全、安心環境づくり事業費
● 社会教育事業費
● レクリエーション費
● 福利厚生事業費
● 文化事業費
● その他

93

予算書の作成【支
出_事業費】



該当する支出がある項目の入力
をしていきます。

合計金額は自動計算され、画面
下に表示されます。
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予算書の作成【支
出_事業費】



「補助事業費」をクリックします。

補助事業費では下記の項目の入力が可
能です。

● 地域防犯灯維持管理費
● 町の防災組織活動費
● その他の補助金を受けて実施した

事業費
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予算書の作成
【支出_補助事業費】



該当する支出がある項目の入力をし
ていきます。

合計金額は自動計算され、画面下
に表示されます。
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予算書の作成
【支出_補助事業費】



「その他」をクリックします。

その他では下記の項目の入力が
可能です。

● 会館建設・修繕積立金
● 交際費
● 慶弔費
● 懇親会費
● 寄付金・募金
● その他
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予算書の作成
【支出_その他】



該当する支出がある項目の入力を
していきます。

合計金額は自動計算され、画面下
に表示されます。
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予算書の作成
【支出_その他】



予算書の作成
【登録】

①収入・支出の金額が一致して
いることを確認します。

②収入・支出の金額が一致して
いたら、「確認する」をクリックしま
す。

※金額はダミーです
①

②
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登録前の確認画面では、先ほど
入力したすべての内容を確認で
きます。

内容に問題がなければ、画面最
下部の「確認事項」を確認したう
えでチェックを入れます。

100

予算書の作成
【登録】



①前の画面に戻って入力を修正
したい場合は、「もどる」をクリック
します。

②入力した内容を印刷したい場
合は、プリンターマークをクリック
します。

①

②
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予算書の作成
【登録】



内容に間違いがなければ、「登録
する」をクリックします。
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予算書の作成
【登録】



登録が完了すると、ポップアップ
が表示されます。

「ホームへもどる」をクリックしま
す。
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予算書の作成
【登録】



添付書類
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添付書類

添付書類をクリックします。

105



添付書類

アップロード可能な添付書類は、
以下のとおりです：
● 事業実績報告書
● 団体規約
● 事業計画書
● その他の書類

添付したい書類の「ファイルを選
択」をクリックします。
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添付書類

添付したい書類を選択すると、選
択した書類名が表示されます。

間違えて選択してしまった場合
や、書類を変更したい場合は「×」
をクリックすると、削除できます。
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添付書類

書類の添付が終わったら、確認
事項を確認し、チェックを入れま
す。

以上の操作が完了したら、「次
へ」をクリックします。
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添付書類

前の画面に戻って書類を修正し
たい場合は、
「もどる」をクリックします。

問題がなければ、

「登録する」をクリックします。
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添付書類

登録が完了すると、

ポップアップが表示されます。

「ホームへもどる」をクリックしま
す。
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補助金申請

111



補助金申請
（地域活動推進費補助金
　　　　　活動実績報告書）

地域活動推進費補助金活動実績
報告書の計算は、収支決算書の
内容をもとに自動反映されます。

ホーム画面で「地域活動推進費
補助金活動実績報告書」をクリッ
クすると、操作ページに進みま
す。
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基本的な流れは「余剰金」の確認
→「添付」書類の確認→内容の確
認を行ったうえで「登録」を行いま
す。

手続きの流れが不明な場合は、
ページ内の「手続きの流れ」をク
リックすると説明を確認できます：

「前へ」と「次へ」をクリックして手
順を確認することができ、また「閉
じる」をクリックするとウィンドウを
閉じることができます。
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補助金申請
（地域活動推進費補助金
　　　　　活動実績報告書）



地域活動推進費補助金活動実績
報告書の最初のステップ「余剰
金」では、補助金の余剰金を確認
します。

この内容は収支決算書の内容
から自動的に反映されるため、
このページでは金額を確認し、最
下部の3つの確認事項にチェック
を入れた後、「次へ」をクリックして
次のステップに進みます。
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補助金申請
（地域活動推進費補助金
　　　　　活動実績報告書）



添付書類には、以下の項目があ
ります。

● 10万円以上の支出
● 100万円以上の支出
● その他の書類
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補助金申請
（地域活動推進費補助金
　　　　　活動実績報告書）



10万円以上または100万円以上
の支出がある場合は、「ファイル
を選択」をクリックし、アップロード
する添付書類を選択します。

添付書類は複数アップロードでき

ます。

不要な添付書類を削除する場合

は、ファイル名の横にある「×」ボ
タンをクリックします。
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補助金申請
（地域活動推進費補助金
　　　　　活動実績報告書）



最後に確認事項にチェックを入
れ、「確認する」をクリックすると、
最終ステップに進みます。
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補助金申請
（地域活動推進費補助金
　　　　　活動実績報告書）



最終の確認画面では、報告書全
体の内容を確認できます。

先ほどアップロードした添付書類
も表示されます。

内容に問題がなければ、「登録す
る」をクリックします。

右上のプリンターアイコンをクリッ
クすると、書類を印刷できます。
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補助金申請
（地域活動推進費補助金
　　　　　活動実績報告書）



最後に登録完了のウィンドウが表
示され、これで手続きは完了で
す。

この後、画面は自動的にホーム
に戻ります。

自動で戻らない場合は、「ホーム
へもどる」をクリックしてください。
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補助金申請
（地域活動推進費補助金
　　　　　活動実績報告書）



ホーム画面で「地域活動推進費
補助金交付申請書・地域防犯灯
維持管理費補助金交付申請書兼
実績報告書」をクリックすると、操
作ページに進みます。

補助金申請
（地域活動推進費補助金交付申請書・地域防犯灯維持管理費補助金交付申請書兼実績報告書）
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基本的な流れは「地域活動推進費補
助金の申請金額」の確認→「地域防
犯灯維持管理費補助金の申請金額」
の確認→内容の確認を行ったうえで
「登録」を行います。

手続きの流れが不明な場合は、ペー
ジ内の「手続きの流れ」をクリックする
と説明を確認できます：

「前へ」と「次へ」をクリックして手順を
確認することができ、また「閉じる」を
クリックするとウィンドウを閉じること
ができます。
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補助金申請
（地域活動推進費補助金交付申請書・地域防犯灯維持管理費補助金交付申請書兼実績報告書）



地域防犯灯維持管理費補助金の
申請金額確認では、金額が予算
申請内容の値から自動的に入力
されます。

そのため、内容に問題がないこと
を確認した後、「確認事項」に
チェックを入れ、「次へ」をクリック
して次のページに進みます。
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補助金申請
（地域活動推進費補助金交付申請書・地域防犯灯維持管理費補助金交付申請書兼実績報告書）



地域防犯灯維持管理費補助金の申請
金額確認ページには、地域防犯灯維
持管理費補助金の内容確認のほか、
3種類の添付書類アップロード項目、
そして最後に確認事項があります。
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補助金申請
（地域活動推進費補助金交付申請書・地域防犯灯維持管理費補助金交付申請書兼実績報告書）



地域防犯灯維持管理費補助金の
申請金額は、予算申請の値が自
動的に反映されます。

その後、ページを下にスクロール
します。
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補助金申請
（地域活動推進費補助金交付申請書・地域防犯灯維持管理費補助金交付申請書兼実績報告書）



このページには、添付書類をアッ
プロードする項目が3つあり、特
定の2項目と「その他」が含まれま
す。

ここで「ファイルを選択」をクリック
するとファイルをアップロードでき
ます。アップロード後にファイル名
が表示されれば、アップロード完
了です。

また、ファイル名の横にある「×」を
クリックすると、不要なファイルを
削除できます。
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補助金申請
（地域活動推進費補助金交付申請書・地域防犯灯維持管理費補助金交付申請書兼実績報告書）



内容に問題がないことを確認した
後、「確認事項」にチェックを入
れ、「次へ」をクリックして次の
ページに進みます。
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補助金申請
（地域活動推進費補助金交付申請書・地域防犯灯維持管理費補助金交付申請書兼実績報告書）



最終の確認画面では、報告書全
体の内容を確認できます。

先ほどアップロードした添付書類
も表示されます。

内容に問題がなければ、「登録す
る」をクリックします。

右上のプリンターアイコンをクリッ
クすると、書類を印刷できます。
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補助金申請
（地域活動推進費補助金交付申請書・地域防犯灯維持管理費補助金交付申請書兼実績報告書）



最後に登録完了のウィンドウが表
示され、これで手続きは完了で
す。

この後、画面は自動的にホーム
に戻ります。

自動で戻らない場合は、「ホーム
へもどる」をクリックしてください。
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補助金申請
（地域活動推進費補助金交付申請書・地域防犯灯維持管理費補助金交付申請書兼実績報告書）



補助金申請
（町の防災組織活動費補助金実績報告書）

町の防災組織活動費補助金実績
報告書は、実施した活動の実績
に基づいて報告する書類です。

ホーム画面で「町の防災組織活
動費補助金実績報告書」をクリッ
クすると、操作ページに進みま
す。
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町の防災組織活動費補助金実績報告
書の基本的な流れは、実施した活動実
績の入力、添付書類の提出、内容の確
認を行ったうえで登録します。

手続きの流れが不明な場合は、ページ
内の「手続きの流れ」をクリックすると説
明を確認できます：

「前へ」と「次へ」をクリックして手順を確
認することができ、また「閉じる」をクリッ
クするとウィンドウを閉じることができま
す。
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補助金申請
（町の防災組織活動費補助金実績報告書）



実績入力のステップでは、以下の項目
を入力できます。実際に実施した活動
のみを入力してください。

● 防災訓練
● 防災の啓発活動
● 防災印刷物の作成
● 食料・資機材等の購入
● その他

すべての入力が完了すると、ページの
最下部に入力内容に基づいた合計支
出額が自動的に計算・表示されます。
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補助金申請
（町の防災組織活動費補助金実績報告書）



防災訓練・防災の啓発活動・防災印刷物
の作成の項目では、活動内容にチェックを
入れた後、支出金額を入力します。

「その他」の項目がある場合は、「その他」
にチェックを入れたうえで、内容を自由に入
力します。

「その他」の内容が複数ある場合は、「摘
要の追加」をクリックして入力欄を追加でき
ます。不要な入力欄がある場合は、横にあ
るゴミ箱アイコンをクリックして削除できま
す。

132

補助金申請
（町の防災組織活動費補助金実績報告書）



「食料・資機材等の購入」および「その
他」については、「摘要の追加」をクリック
した後、表示された欄に内容を入力しま
す。

不要な欄がある場合は、横にあるゴミ箱
アイコンをクリックして削除できます。
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補助金申請
（町の防災組織活動費補助金実績報告書）



入力が完了すると、画面下部に支出
額の合計が自動的に計算されます。

内容に問題がないことを確認した後、
「確認事項」にチェックを入れ、「次へ」
をクリックして次のステップに進みま
す。
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補助金申請
（町の防災組織活動費補助金実績報告書）



実際の支出が10万円を超える場合、添
付書類のページに進むと領収書のアッ
プロードが必要な項目が表示されます。

その場合は、「ファイルを選択」をクリッ
クして領収書をアップロードしてくださ
い。

領収書のスクリーンショットや撮影方法
については、上部の注意事項をクリック
して確認できます。
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補助金申請
（町の防災組織活動費補助金実績報告書）



領収書のアップロードが完了したら、「確認
事項」にチェックを入れ、「確認する」をクリッ
クして次のステップに進みます。
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補助金申請
（町の防災組織活動費補助金実績報告書）



登録画面では、書類全体の内容を確認でき
ます。

問題がなければ、「登録する」をクリックしま
す。

右上のプリンターアイコンをクリックすると、
書類を印刷できます。
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補助金申請
（町の防災組織活動費補助金実績報告書）



最後に登録完了のウィンドウが表示さ
れ、これで手続きは完了です。

この後、画面は自動的にホームに戻り
ます。

自動で戻らない場合は、「ホームへもど
る」をクリックしてください。
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補助金申請
（町の防災組織活動費補助金実績報告書）



補助金申請
（町の防災組織活動費補助金交付申請書）

ホーム画面で「町の防災組織活
動費補助金交付申請書」をクリッ
クすると、操作ページに進みま
す。
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基本的な流れは「活動」の確認→「添付」
書類の確認→内容の確認を行ったうえ
で「登録」を行います。

手続きの流れが不明な場合は、ページ
内の「手続きの流れ」をクリックすると説
明を確認できます：

「前へ」と「次へ」をクリックして手順を確
認することができ、また「閉じる」をクリッ
クするとウィンドウを閉じることができま
す。

補助金申請
（町の防災組織活動費補助金交付申請書）
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最初の「申請金額」の項目は、予算申請
の内容から自動的に反映されます。

以下の項目を入力できます。実際に実
施した活動のみを入力してください。

● 防災訓練
● 防災の啓発活動
● 防災印刷物の作成
● 食料・資機材等の購入
● その他

すべての入力が完了すると、ページの
最下部に入力内容に基づいた合計支出
額が自動的に計算・表示されます。
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補助金申請
（町の防災組織活動費補助金交付申請書）



防災訓練・防災の啓発活動・防災印刷
物の作成の項目では、活動内容に
チェックを入れた後、支出金額を入力
します。

「その他」の項目がある場合は、「その
他」にチェックを入れたうえで、内容を
自由に入力します。

「その他」の内容が複数ある場合は、
「摘要の追加」をクリックして入力欄を
追加できます。不要な入力欄がある場
合は、横にあるゴミ箱アイコンをクリッ
クして削除できます。

142

補助金申請
（町の防災組織活動費補助金交付申請書）



「食料・資機材等の購入」および「その
他」については、「摘要の追加」をクリッ
クした後、表示された欄に内容を入力
します。

不要な欄がある場合は、横にあるゴミ
箱アイコンをクリックして削除できま
す。
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補助金申請
（町の防災組織活動費補助金交付申請書）



入力が完了すると、画面下部に支出額
の合計が自動的に計算されます。

内容に問題がないことを確認した後、
「確認事項」にチェックを入れ、「次へ」を
クリックして次のステップに進みます。

144

補助金申請
（町の防災組織活動費補助金交付申請書）



添付書類の項目で、「その他団体の防災
活動の予定がわかる資料」がある場合
は、「ファイルを選択」をクリックしてアップ
ロードします。

アップロードが完了したら、「確認事項」に
チェックを入れ、「確認する」をクリックして
次のステップに進みます。

145

補助金申請
（町の防災組織活動費補助金交付申請書）



登録画面では、書類全体の内容を確認でき
ます。

問題がなければ、「登録する」をクリックしま
す。

右上のプリンターアイコンをクリックすると、
書類を印刷できます。

146

補助金申請
（町の防災組織活動費補助金交付申請書）



最後に登録完了のウィンドウが表示さ
れ、これで手続きは完了です。

この後、画面は自動的にホームに戻りま
す。

自動で戻らない場合は、「ホームへもど
る」をクリックしてください。

147

補助金申請
（町の防災組織活動費補助金交付申請書）



委嘱委員の届出

148



委嘱委員の届出

委嘱委員の届出をクリックしま
す。

149



届出したい委嘱委員をクリックしま
す。

ここでは、代表としてスポーツ推進
委員の申請方法のみをお伝えし
ます。

その他の委員の申請方法は、ス
ポーツ推進委員と同様ですので、
ご安心ください。

150

委嘱委員の届出



推薦の有無：推薦する

「推薦の有無」では、

「推薦する」を選択します。

151

委嘱委員の届出



推薦の有無：推薦する

推薦者氏名・電話番号を

入力します。

電話番号は半角数字入力で、

‐（ハイフン）は不要です。

152

委嘱委員の届出



推薦の有無：推薦する

1人目のOOO推進委員候補者に
は、必要な情報を入力します。

「＊」が付いている項目は必須項目
です。

電話番号は半角数字入力で、‐（ハ
イフン）は不要です。

153

委嘱委員の届出



推薦の有無：推薦する

「被推薦者」に関する確認事項を
確認した後、チェックを入れます。

154

委嘱委員の届出



推薦の有無：推薦する

①候補者を追加したい場合は、「候
補者の追加」をクリックすると2人目
の候補者欄が表示されます。

さらにクリックすると、3人目、4人目
…と順に追加されます。

②欄を削除したい場合は、右上の
ゴミ箱アイコンをクリックします。

②

155

①

委嘱委員の届出



推薦の有無：推薦する

全ての入力が完了したら、

「確認する」をクリックします。

156

委嘱委員の届出



推薦の有無：推薦する

登録画面に遷移します。

確認事項を確認し、

チェックを入れます。

157

委嘱委員の届出



推薦の有無：推薦する

入力内容を修正したい場合は、

「もどる」をクリックします。

158

委嘱委員の届出



推薦の有無：推薦する

下書き保存したい場合は、

「下書き保存」をクリックします。

※下書き保存した場合は、

　登録はされていないので、

　再度登録作業が必要です。

159

委嘱委員の届出



推薦の有無：推薦する

登録内容に問題がなければ、

「登録する」をクリックします。

160

委嘱委員の届出



推薦の有無：推薦する

後に登録完了のウィンドウが表示
され、これで手続きは完了です。

この後、画面は自動的にホームに
戻ります。

自動で戻らない場合は、「ホームへ
もどる」をクリックしてください。

161

委嘱委員の届出



推薦の有無：推薦しない

①候補者を推薦しない場合は、
「推薦しない」を選択します。

②選択が完了したら、「確認する」
をクリックします。

①

②

162

委嘱委員の届出



推薦の有無：推薦しない

登録画面に遷移します。

確認事項を確認し、

チェックを入れます。

163

委嘱委員の届出



推薦の有無：推薦しない

入力内容を修正したい場合は、

「もどる」をクリックします。

164

委嘱委員の届出



推薦の有無：推薦しない

下書き保存したい場合は、

「下書き保存」をクリックします。

※下書き保存した場合は、

　登録はされていないので、

　再度登録作業が必要です。

165

委嘱委員の届出



推薦の有無：推薦しない

登録内容に問題がなければ、

「登録する」をクリックします。

166

委嘱委員の届出



推薦の有無：推薦しない

登録が完了すると、

ポップアップが表示されます。

「ホームへもどる」をクリックしま
す。

167

委嘱委員の届出



委嘱委員の届出
（編集）

168

一度登録済みであっても、
ボタンをクリックすれば、再度
編集が可能です。



変更届

169



変更届

右上のハンバーガーアイコン
「≡」をクリックし、

ドロップダウンメニューが表
示されたら「自治会情報の確
認・変更」をクリックします。

170

①

②



変更届
（変更を申請する）

自治会基本情報のページに入り、タイ
トル下の「変更を申請する」をクリック
します。

171



変更したい項目に、直接新しい情報を
入力します。

172

変更届
（変更を申請する）



変更したい項目の入力が完了したら、
画面最下部の「確認する」をクリックし
ます。

直前の操作を取り消したい場合は、
「キャンセル」をクリックすると、自治会
基本情報ページに戻ります。

173

変更届
（変更を申請する）



確認画面では、先ほどの変更内容が
赤字で表示されます。

内容に問題がなければ、「登録する」
をクリックします。

①「もどる」をクリックすると前のページ
に戻ります。

②「キャンセル」をクリックすると自治会
基本情報ページに戻ります。

174

① ②

変更届
（変更を申請する）



175

変更内容を登録すると、自治会基本
情報ページに戻り、「変更申請を提
出しました。区役所の承認後に正
式に反映されます。」が表示されま
す。

175

変更届
（変更を申請する）



防犯灯申請

176



防犯灯申請のページはホーム画面の最下部
にあり、クリックすると防犯灯申請ページに移
動します。

防犯灯申請

177



防犯灯申請
申請一覧

防犯灯申請ページの一覧では、す
べての申請を確認できます。

申請一覧のステータスを確認した
い場合は、「一覧ステータス」の
ページをご覧ください。

最初に開始する場合は、右上の
「＋新規申請」ボタンをクリックす
る。

178



防犯灯申請の種別は以下の4つに分
類されています。

● 新設
● 移設・付替
● 位置調整
● 撤去
● 修理

基本的に操作の流れは共通してお
り、手順は「種別選択」→「内容入力」
→「確認」→「完了」となります。

まずは「新設」の操作について説明し
ます。

防犯灯申請
（新規申請）

179



「新設」には以下の項目があり
ます。

● 連絡先情報
● 設置希望内容
● 設置希望場所の写真
● 設置希望場所の位置図
● 新設条件

最初の項目から最後の項目
まで順に入力・設定すると、
「確認画面へ」をクリックすると
確認画面に進みます。

防犯灯申請
（新設）

180



181

新設申請には、設置場所写真・位
置図が必要です。

申請の手続きの前に用意して頂く
ことをお勧めします。

設置場所の特定のため、

写真の貼付をお願いします。

①② どちらでも構いません。

①紙の地図に印をつけて写真で

撮影

②グーグルマップにピン止めし、

スクリーンショット

防犯灯申請
（新設）



「連絡先情報」には、以下の項目
があります。

● 連絡者氏名
● 電話番号

電話番号は半角数字入力で、

‐（ハイフン）は不要です。

「＊」が付いている項目は必須項
目です。入力が完了すると、次の
項目へ進むことができます。

182

防犯灯申請
（新設）



「設置希望内容」には、以下の項目が
あります。

● 所在地
● 共架形態
● 電柱番号（電柱共架のみ）
● 土地所有者
● 設置希望理由

「＊」が付いている項目は必須項目
です。入力が完了すると、次の項目へ
進むことができます。

防犯灯申請（新設）

183



「設置希望場所の写真」について
は、「ファイルを選択」をクリックし、
アップロードしたい写真を選択しま
す。

アップロードする前に、画面に表示
されている注意事項を確認してくだ
さい。

184

防犯灯申請
（新設）



「設置希望場所の位置図」について
は、「ファイルを選択」をクリックし、
アップロードしたい写真を選択しま
す。

アップロードする前に、画面に表示さ
れている注意事項を確認してくださ
い。

185

防犯灯申請
（新設）



「新設条件」では、内容を確認し、
チェックを入れます。

すべての入力が完了したら、

「確認画面へ」をクリックします。

186

防犯灯申請
（新設）



確認画面で、先ほど入力した内容に問題
がないかを確認します。

修正が必要な場合は「もどる」をクリックし
て前のページに戻り、内容を修正します。

問題がなければ、「登録する」をクリックし
て新設書類の作成を完了します。

187

防犯灯申請
（新設）



「登録する」をクリックし、書類が正
常に送信されると、完了のウィンド
ウが表示され、完了画面に移動し
ます。

この画面では、以下のボタンを選
択できます。

● 申請一覧へ
● 新設申請を続ける（連絡先

情報を引継ぎ、新たな新設
申請を続けます）　　

● ホームへ戻る

いずれかのボタンをクリックする
と、次の操作に進みます。

188

防犯灯申請
（新設）



申請一覧から、新設の優先順
位の変更を行うことができま
す。

「優先順位を変更する」をクリッ
クします。

189

防犯灯申請
（新設）



優先順位の変更をしたい申請の
「^」をクリックします。

190

防犯灯申請
（新設）



順番を変更することができま
す。

※入れ替えると自動で保存され
ます

191

防犯灯申請
（新設）



右の「^」をクリックすると、

申請内容の情報を見ることが

できます。

192

防犯灯申請
（新設）



193

既存の防犯灯の変更には、以下の３
つの種別があります。

● 移設・付替
● 位置調整
● 撤去
● 修理

基本的に操作の流れは共通してお
り、手順は「種別選択」→「内容入力」
→「確認」→「完了」となります。

まずは「移設・付替」の操作について
説明します：

「移設・付替」を選択した後、「次へ」を
クリックすると、次のページに進みま
す。

防犯灯申請
（移設・付替）



防犯灯の移設・付替には、以下の
項目を入力する必要があります。

● 連絡先情報
● 移設元の情報
● 移設・付替の申請内容

防犯灯申請
（移設・付替）

194



「連絡先情報」には、以下の項目が
あります。

● 連絡者氏名
● 電話番号

電話番号は半角数字入力で、

‐（ハイフン）は不要です。

「＊」が付いている項目は必須項
目です。

195

防犯灯申請
（移設・付替）



「移設元の情報」には、以下の項
目があり、入力します。

● 住所

● 共架形態
● 管理プレート番号

196

防犯灯申請
（移設・付替）



「移設・付替の申請内容」では、以下の
項目を入力します。

● 移設・付替先住所
● 共架形態
● 電柱番号
● 土地所有者
● 撤去時期
● 備考
● 移設・付替先状況の写真

写真のアップロードについては、注意事
項を確認したうえで、「ファイルを選択」を
クリックすると写真をアップロードできま
す。

197

防犯灯申請
（移設・付替）



申請内容の入力が完了し、「確認画面
へ」をクリックすると、次のページに進
みます。

198

防犯灯申請
（移設・付替）



確認画面で、先ほど入力した内容に
問題がないかを確認します。

修正が必要な場合は「もどる」をクリッ
クして前のページに戻り、内容を修正
します。

問題がなければ、「登録する」をクリッ
クして書類の作成を完了します。

199

防犯灯申請
（移設・付替）



「登録する」をクリックし、書類が正常
に送信されると、完了のウィンドウが
表示され、完了画面に移動します。

この画面では、以下のボタンを選択
できます。

● 申請一覧へ
● 移設・付替申請を続ける
● ホームへ戻る

いずれかのボタンをクリックすると、
次の操作に進みます。

200

防犯灯申請
（移設・付替）



201

「位置調整」を選択します。

続いて「次へ」をクリックすると、次の
ページに進みます。

基本的に操作の流れは共通してお
り、手順は「種別選択」→「内容入力」
→「確認」→「完了」となります。

防犯灯申請
（位置調整）



防犯灯の位置調整には、
以下の項目を入力する必要が
あります。

● 連絡先情報
● 移設元の情報
● 位置調整の申請内容

202

防犯灯申請
（位置調整）



「連絡先情報」には、以下の項目が
あります。

● 連絡者氏名
● 電話番号

電話番号は半角数字入力で、

‐（ハイフン）は不要です。

「＊」が付いている項目は必須項
目です。

203

防犯灯申請
（位置調整）



「移設元の情報」には、以下の項目
があり、入力します。

● 住所
● 共架形態
● 管理プレート番号

204

防犯灯申請（位置調整）



「位置調整の申請内容」では、以下
の項目を入力します。

● 上空から見た角度の回転
● 高さの移動
● 備考
● 位置調整の参考になるファイ

ル（任意）

「上空から見た角度の回転」と「高さ
の移動」は、キーボードで直接数字
を入力することもでき、または上下
のボタンを使って調整することもで
きます。

申請内容の入力が完了し、「確認画
面へ」をクリックすると、次のページ
に進みます。

205

防犯灯申請
（位置調整）



確認画面で、先ほど入力した内容に
問題がないかを確認します。

修正が必要な場合は「もどる」をク
リックして前のページに戻り、内容を
修正します。

問題がなければ、「登録する」をク
リックして書類の作成を完了します。

206

防犯灯申請
（位置調整）



「登録する」をクリックし、書類が正常
に送信されると、完了のウィンドウが
表示され、完了画面に移動します。

この画面では、以下のボタンを選択
できます。

● 申請一覧へ
● 位置調整を続ける
● ホームへ戻る

いずれかのボタンをクリックすると、
次の操作に進みます。

207

防犯灯申請
（位置調整）



208

「撤去」を選択します。

続いて「次へ」をクリックすると、次の
ページに進みます。

基本的に操作の流れは共通してお
り、手順は「種別選択」→「内容入力」
→「確認」→「完了」となります。

防犯灯申請
（撤去）



防犯灯の位置調整には、以下の項
目を入力する必要があります。

● 連絡先情報
● 移設元の情報
● 撤去の申請内容

209

防犯灯申請
（撤去）



「連絡先情報」には、以下の項目
があります。

● 連絡者氏名
● 電話番号

電話番号は半角数字入力で、

‐（ハイフン）は不要です。

「＊」が付いている項目は必須項
目です。

210

防犯灯申請
（撤去）



「移設元の情報」には、以下の項
目があり、入力します。

● 住所

● 共架形態
● 管理プレート番号

211

防犯灯申請
（撤去）



「撤去の申請内容」では、以下の項
目を入力します。

● 撤去理由
● 備考

● 撤去の参考になるファイル

撤去理由を選択した後、「確認画面
へ」をクリックすると最終画面に進
みます。

「その他」を選択した場合は、備考
欄に理由を入力してください。

212

防犯灯申請
（撤去）



確認画面で、先ほど入力した内容
に問題がないかを確認します。

修正が必要な場合は「もどる」をク
リックして前のページに戻り、内容を
修正します。

問題がなければ、「登録する」をク
リックして書類の作成を完了しま
す。

213

防犯灯申請
（撤去）



「登録する」をクリックし、書類が正
常に送信されると、完了のウィンド
ウが表示され、完了画面に移動し
ます。

この画面では、以下のボタンを選
択できます。

● 申請一覧へ
● 撤去を続ける
● ホームへ戻る

いずれかのボタンをクリックすると、
次の操作に進みます。

214

防犯灯申請
（撤去）



「移設・付替・位置調整・撤去・修
理」をクリックします。

基本的に操作の流れは共通して
おり、手順は「種別選択」→「内容
入力」→「確認」→「完了」となりま
す。

215

防犯灯申請
（修理）



まず「修理」を選択します。

続いて「次へ」をクリックすると、次
のページに進みます。

216

防犯灯申請
（修理）



防犯灯の修理には、以下の項目を入
力する必要があります。

● 連絡先情報
● 修理の申請内容
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（修理）



内容の入力がすべて完了したら、
「確認画面へ」をクリックします。
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防犯灯申請
（修理）



確認画面で、先ほど入力した内容に問
題がないかを確認します。

修正が必要な場合は「もどる」をクリック
して前のページに戻り、内容を修正しま
す。

問題がなければ、「登録する」をクリック
して書類の作成を完了します。
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（修理）



「登録する」をクリックし、書類が正
常に送信されると、完了のウィンド
ウが表示され、完了画面に移動し
ます。

この画面では、以下のボタンを選
択できます。

● 申請一覧へ
● 修理を続ける
● ホームへ戻る

いずれかのボタンをクリックすると、
次の操作に進みます。
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防犯灯申請のページに入ると、す
べての申請書類を確認できます。ま
た、書類のステータスは以下の３種
類があります。

● 受理済み
● 差し戻し
● 申請済み

防犯灯申請
（一覧ステータス）
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このページには、以下の３つの機能
があります。

● 新規申請（新しい書類を作成し
ます。）

● 編集（提出済みだが、まだ受
理されていない書類を編集で
きます。）

● 確認する（区が受理済の書類
は、閲覧のみ可能です。）

続いて、編集と確認機能について説
明します。
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申請書類を編集する場合は、申請
一覧ページで確認したい書類を探
し、書類の左下にある「編集」ボタ
ンをクリックします。

この機能は、まだ承認されていな

い書類のみ利用できます。

防犯灯申請
（編集）
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編集ページに入ると、管理側がこの書

類に対してコメントをしている場合、そ

の内容が画面上部に表示されます。

自治会側はここでメッセージに返信

し、書類の内容を修正することができ

ます。

修正が完了したら、「確認画面へ」をク

リックすると確認画面に進みます。
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確認画面では、先ほど修正した内容

を再度確認できます。

問題がなければ、「登録する」をクリッ

クすると書類が再提出され、管理側の

審査を待つことになります。
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「登録する」をクリックし、書類が正
常に送信されると、完了のウィンド
ウが表示され、完了画面に移動し
ます。

この画面では、以下のボタンを選
択できます。

● 申請一覧へ
● 新設申請を続ける
● ホームへ戻る

いずれかのボタンをクリックすると、
次の操作に進みます。

226

防犯灯申請
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申請一覧ページに戻ると、先ほど編

集して再登録した書類が「申請済

み」のステータスに戻っていることを

確認できます。
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申請書類を確認する場合は、申請
一覧ページで確認したい書類を探
し、書類の左下にある「確認する」ボ
タンをクリックします。

この機能は、管理側に受理された書

類のみ利用できます。

防犯灯申請
（確認する）
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「確認」ページでは、過去に申請した

内容を確認することのみ可能で、編集

はできません。

確認が完了したら、画面下部の「申請

一覧に戻る」をクリックすると、一覧

ページに戻ります。
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